
第２回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  ２０１５年１月２１日（水）１０：３０～１０：５８ 

 

２．場 所  中央合同庁舎８号館５Ｆ共用Ａ会議室 

 

３．出席者  原子力委員会 

        岡委員長、阿部委員、中西委員 

       原子力政策担当室 

        室谷参事官、須之内参事官補佐、水野参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可 

    （３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答申） 

 （２）平成２７年度原子力関係経費政府予算案等の集計結果について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

 （１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可 

   （３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答申） 

 （２）平成２７年度原子力関係経費政府予算案等の集計結果について 

 （３）高浜原発３・４号機の許可について（阿部委員の発言） 

 

参考資料 

 （１-１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可 

 （３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 （１-２）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可の概要 

 

６．審議事項 

（岡委員長）時間になりましたので、ただいまから、第２回原子力委員会を開催いたします。
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本日の議題は、１つ目が、「関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答申）」、２つ目が、「平成２７年

度原子力関係経費政府予算案等の集計結果について」、３つ目が、「その他」です。まず

１つ目の議題について事務局から御説明をお願いします。 

（室谷参事官）ありがとうございます。関西電力株式会社高浜発電所３号炉及び４号炉の原子

炉設置変更につきましては、平成２６年１２月１７日付で原子力規制委員会より原子力委

員会に意見照会がございました。平成２７年１月１３日に開催いたしました第１回原子力

委員会において事務局である原子力規制庁から御説明をいただいております。 

  本日はこの意見照会に対する答申について御審議をいただきたいと思っております。事務

局、須之内参事官補佐より、答申の案について御説明申し上げます。 

（須之内参事官補佐）それでは御説明をいたします。 

  今、御紹介がございましたように、平成２６年１２月１７日付で原子力規制庁から当委員

会に意見の照会がありました件の答申案でございます。 

  資料１でございます。 

  関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及び４号発電用原子炉

施設の変更）について。平成２６年１２月１７日付原規規発第１４１２１７１号をもって

意見照会のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６

第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおりである。 

  裏を返していただきまして、別紙といたしまして、 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請書（３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４

３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用について 

 本件申請につきましては、発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではな

いこと。 

  それから、使用済燃料については、法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再

処理を行うことを原則とすることとし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理すると

いう方針であること。 

  海外において再処理を行う場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定

を締結している国の再処理事業者に委託することとし、再処理によって得られるプルトニ
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ウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと。 

  以上のことから、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れるとする原子力規制委員会の判断は妥当であるとしております。 

  なお、本件につきましては、原子力委員会のほうから、なお書きといたしまして、「なお、

再処理までの間、使用済燃料は「適切に貯蔵・管理」される必要があり、これにはＩＡＥ

Ａの保障措置協定に基づく保障措置が含まれ、規制委員会が適時・的確に保障措置検査を

遂行することが重要となる。当委員会としても随時状況を把握できることを期待する」 

  というなお書きが付記してございます。 

  以上です。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  最初に御紹介するべきだったんですが、板倉参事官が異動になりまして、本日から室谷参

事官が御担当になっております。 

（室谷参事官)室谷でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございま

す。 

（岡委員長）それでは議論を行いたいと思います。阿部先生からどうぞ。 

（阿部委員）今日は、室谷さんからこの規制委員会からの意見を求められたことに対して、回

答ぶりを審議するというお話がありましたですね。ということは、今日はこの原子力委員

会の中の会議ということでございますか。確か、この規制委員会の方からこういうことに

ついて意見を求めたいという話があったときには、規制庁の方が来て御説明をいただいた

ような感じがするんですけれども。今日は規制委員会、規制庁の方はいらっしゃらない。 

（室谷参事官）前回はですね、諮問を受けるに当たりまして、その背景説明でありますとか、

そういったことを規制庁の方に、原子力規制委員会の事務局としての規制庁の方に来てい

ただいて、説明をいただいた次第でございます。本日はその諮問に対するお答えというこ

とで、こちらのほうからお返しするということになります。オブザーバーの中に今日お越

しかどうかは把握しておりません。来ておられるということでございまして、我々のお答

えを、原子力委員会のお答えを拝聴されるというふうに理解いたしております。 

（阿部委員）規制委員会ができ、それからこの委員会が、設置法が改正される過程において、

原子力委員会と規制委員会は両者間で意見交換をして、協力してやっていくようにという

趣旨のことがあったんだと思うんですけれども、その意味において御意見を求められて、

また私のほうからどういう返事をすべきかということを議論をして、実はこの、今日紹介
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された返事の案について私は少し付け足したいことがあるものですから、そういうことを、

相手側の方の規制委員会にも聞いていただければありがたいと思うんですけれども、そう

ではなくてただ紙を投げるだけなのかと私は心配したんですが、では将来の仕事のやり方

としては、やはり規制委員会と原子力委員会は非常に密接に関連したことを取り上げてい

るわけで、できるだけ連絡は密にし、かつ、情報・意見の流れをよくすることは、私はみ

んなのためではないかと思うんですが、そういう意味において質問した次第です。 

  オブザーバーの方が今日こういうことがあったということをちゃんと報告していただける

かどうか分かりませんけれども、そういう期待のもとに、それでは議論を進めたいと思い

ます。 

  ここにいただきました回答ぶり、これについては、そのものについては私は異論はござい

ません。これでよろしいかと思いますが、特に私としては、このなお書きに書いておりま

すところの、適切な貯蔵管理がなされるということは、具体的にはとりわけＩＡＥＡの保

障措置における計量その他の管理が十分になされるということが一番大事ですので、それ

がなされるということが大事であるということを念を押したいということと、それから、

同時に、特に原子力関係の活動が平和目的に厳密に限られているということを担保したい

というこの委員会の気持ちもありますので、そういった観点から、規制委員会が行うとこ

ろの保障措置の実施ぶりのフォロー、それについても我々も適宜知りたいところであると

いうことを込めてこの最後の文章を起案されたものと理解しております。 

  私としてはこの機会に、若干、２、３点付言したいことがありますので、差し支えなけれ

ばここでしたいと思いますが、いかがでしょうか、委員長。よろしいですか。 

  念のために紙でお配りしましたけれども、この高浜原発３号、４号機の許可に関する答申

をするに当たりまして、私から何点か付言したいことがございますので、原子力委員会の、

全員ではありませんけれども、１委員の意見として原子力規制委員会のほうに報告いただ

ければ幸いでございます。 

  １つ目は、高濃縮ウラン、あるいはプルトニウムについては核テロ防止の観点から国際的

に関心が高まっております。昨年のハーグ核セキュリティ・サミットでも安倍総理から

「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を引き続き堅持し、これを実効性あ

るものとするため、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮すると表明したと

ころであります。したがって関西電力に関しましても使用済燃料の再処理によるプルトニ

ウムの分離に当たっては、このような我が国の基本方針を十分勘案して対処することを期
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待したいと存じます。 

  ２番目に、今回、関西電力から提出されました、規制委員会に提出されました書類により

ますと、「使用済燃料の再処理の委託先の確定は燃料の炉内装荷前までに行い、政府の確

認を受けることとする」とあります。つまりこれは、もうすぐもし許可がおりて、高浜の

３号機、４号機が動き出す、燃料を入れて動き出すとするとする場合には、その前に、ど

こに燃料の再処理を委託するかということを確定をして、政府がそれを確認をするという

手順を踏むということになっておりますが、この件に関しましては原子力委員会がこれま

でに「使用済燃料の直接処分を可能とするための取組」ということを何度か取り上げてお

ります。それから昨年策定されたエネルギー基本計画においても、「幅広い選択肢を確保

する観点から、直接処分など代替処分オプションに関する調査・研究を推進する」との方

針を表明するといった最近の状況があります。こういったことを考えますと、再処理の委

託先を確定するということについては、将来は柔軟性を持った対応を認めてもよいのでは

ないかと私は考えます。 

  最後に、原子力規制委員会の権限・職務というのは、私の見ますところ、原発等の施設の

安全性に限定されているわけではなくて、安全性を格段に高めたとしてもなお起こるかも

しれない万が一の事故に備えて事故の対応・避難・救援活動についても考慮することが期

待されていると思います。この点、今回審査の対象となった高浜原発に関しては、今後、

同じサイトにある高浜１、２号機が稼働する場合、あるいはさらには若狭湾にあるほかの

原発が稼働する場合についても十分考慮することを望みたいと存じます。 

  以上でございます。 

（岡委員長）はい、ありがとうございました。それでは、中西先生。 

（中西委員）どうも御説明ありがとうございました。この申請につきましては、別紙に書かれ

ていますように、使用目的は平和目的であると、それから運用、つまり実際の稼働に当た

りましては、燃料や廃棄物等を扱っていくわけですが、全て平和目的に管理されると判断

されますので特に異論はございません。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  私のほうもこれは平和利用の件に関する諮問ですので、今御紹介のありました、参事官補

佐から出されました資料で差し支えないと思います。 

 それから阿部先生がおっしゃった御意見については、再処理の話、それから安全性の話など

諮問を受けている平和利用と直接かかわらないこともあるかと思いますが、原子力委員会
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としても安全のところは非常に重要な課題である、それから再処理リサイクルも非常に重

要なものであるという認識をしておりますので、また今後、適切な機会において、きちん

と議論をするというのがいいのではないかと思っております。 

  そのほか、先生方、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それではこの案のとおり、原子力規制委員会に答申するということでよろしいでしょうか。 

  それでは異議はないようですので、案のとおり答申することにいたしたいと思います。 

  そのほか意見ございますか。ありがとうございました。それでは議題２について事務局か

らお願いいたします。 

（室谷参事官）続きまして、平成２７年度原子力関係経費政府予算案等の集計結果について御

説明申し上げたいというふうに思っております。事務局のほうでこれを取りまとめました

ので、事務局の水野参事官補佐から御説明申し上げたいと思います。 

（水野参事官補佐）御説明申し上げます。資料第２号を御覧ください。 

  先週、政府の平成２７年度予算案が閣議決定いたしましたので、原子力関係経費について

集計を行いました。また、その前になりますけれども、平成２６年度補正予算案も閣議決

定しておりますので、簡単に御報告をいたします。 

  まず１ページ目が、平成２７年度原子力関係経費の総表ということで、全体の取りまとめ

た数字を記載しております。上からの行からで、一般会計、エネルギー対策特別会計、東

日本大震災復興特別会計、これの会計別に区分しているとともに、文科省予算、経済産業

省予算、内閣府、外務省というような省庁ごとの区分をしております。 

  トータルの合計になりますけれども、一番下のところでございます。平成２６年度予算額

としては合計で３，２７２億円ということでしたが、平成２７年度予算案につきましては、

合計で３，１６２億円ということで、対前年度比で△１１０億円ほどということになって

ございます。 

  めくっていただいて２ページ目ですが、こちらは先ほどの１ページ目にあった一般会計の

ところを省庁別に少し詳細に記載した数字となっております。 

  ３ページ目につきましては、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定につきまして細か

い点を載せております。 

  ４ページ目ですけれども、こちらについては平成２６年度補正予算案につきまして、原子

力関係経費該当事業を記載しておりますので、あわせて御参考として記載しております。 

  なお、関係省庁の予算の具体的な内容につきましては、また別途機会を設けまして、今後
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の原子力委員会でヒアリングを行っておりますので、具体的な中身についてはまたそちら

のほうで御審議いただければと思っております。 

  説明は以上となります。 

（岡委員長）説明ありがとうございました。具体的な内容については今後の定例会などで関係

省庁からヒアリングという予定でございます。 

  本日の内容に関して何か御発言ございますでしょうか。どうぞ。 

（阿部委員）そうするといわゆる細かい話はもっと聞くということでありますけれども、御存

じの範囲で教えていただきたいと思うんですが、このエネルギー対策特別会計というのは

財源は何でしたっけ。 

（水野参事官補佐）もともと石油特会ですとか、電気の特会のほうからあわせたもので、電気

料金とか、そういった石油・石炭の関係のほうから徴収しているものだと理解しておりま

す。 

（阿部委員）そうか。石油の輸入のときにかかる税金ね。 

（水野参事官補佐）なども含まれていると思います。 

（阿部委員）というのは、質問をした背景は、巷間この原子力発電は是か否かと、いろいろ議

論されていて、議論をすると必ずこのコストが安いのか高いのかという議論が出てきて、

その中に今度は、いや原子力、原発は安いというけれどもいろんな形で政府から補助を受

けているじゃないかという議論があって、それによってはここの特会で、例えば石油から

徴収したお金が原発のために使われているとすると、これは完璧な補助じゃないかと、こ

ういう議論もできるかもしれないじゃないですか。そういう意味で、私はそこを知りたい

んですけれども。財源はどうなんですかということ。 

  それからもう一つは、このエネルギー特会の中に垣根があるのかどうか。つまり、石油か

ら集めた金は例えば石油の備蓄という、同じところのために使うのか、それとも垣根がな

くて、石油から集めたお金が原発の推進のために使っていいのか。そこは、やっぱり、批

判派の観点から分析をというふうなときに、一つの大事なポイントになってくるだろうと。

御存じであればお答えいただきたいと。でなければ、次の機会に誰かから教えてもらえれ

ばありがたいと。 

（水野参事官補佐）申し訳ないのですが、特会の税収の細かいところは私もちょっと用意して

ございませんので、また別途、御説明するようにしたいと思います。 

（阿部委員）それからもう一点だけ、地震の災害復興という項目がちらっとありますけれども、
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ここでぱっと見ると、原発の防災フロントの関係の経費が金額的にそんなに大きくないよ

うな印象がするんですが、これだけ原発の事故が起こったときが大変であると、そのとき

の対策は十分にやっておかなければいかんと、備えをせねばいかんという関心が高い状況

においては、ある意味ではこれは少な過ぎるんじゃないかという印象もあるんですが、そ

こは私の誤解で、実はここの表には載っていないけれどもほかの項目でもっとたくさん、

そこはやっているのかもしれませんし、ということで、その意味においては、以前からの

リクエストですけれども、原発の事故対策、防災がどういうふうになっているのかという

状況をより把握したいということと、その関連で、どれだけ予算的にも手当てされている

のかというところを知りたいところでございますので、もしできたら次の機会にお願いで

きればと。 

（水野参事官補佐）一言だけ申し上げますと、実はその事故対応とか防災の関係なんですけれ

ども、本日お配りしている資料の総表、文科省、経済産業省、内閣府、外務省の予算をま

とめたものでございますが、実は別途、例えば原子力規制委員会、規制庁、あるいは内閣

府の中でも、原子力政策担当室ということではなくて原子力防災担当のほうの費用は別途

計上されておりまして、実はこの総表には含まれておりません。そちらのほうで正に今、

阿部委員御指摘のあった防災の関係ですとかというところも、やっているところもあると

思いますので、またそのあたりは、関係省庁にも連絡をとりながら対応させていただきた

いと思います。 

（阿部委員）ありがとうございました。 

（岡委員長）そのほか御意見ございますでしょうか。 

（中西委員）どうも御説明ありがとうございました。今、最後におっしゃったように、ほかの

省庁を含めた予算像を知りたいと思います。予算というのは施策が一番大きく反映される

ところなので、そこからも全体像を把握したいと思います。今度からで結構ですがほかの

関連予算についても入れていただければと思っています。 

  それから、一番大きく変化したところ、つまり一番予算が減ったところが気になります。

例えば電源立地対策の文科省のところが１５％減っています。それとその下の特別会計の

文部科学省のところも１３、１４％ぐらい減っていますが、これはどういうものが減った

のかを教えていただけますか。 

（水野参事官補佐）細かいところはちょっと我々も承知はしていないんですけれども、全体的

としての話、合計のところでも１１０億円△に、マイナスになったと御報告しましたけれ
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ども、実は正に４ページ目のところで平成２６年度補正予算というものが別途組み込まれ

ていまして、ここは正に平成２７年度にやろうとしていたことを例えば前倒ししてやると

いうようなこと、そのような予算編成上の調整があったのではないかと考えておりますの

で、その辺の予算の組替えなどのため、若干、１ページ目の総表では△が大きくなってし

まっているところもあるのではないかなというふうに考えております。 

（中西委員）分かりました。そうしますと全体的には余り変わっていないと考えてよいのです

ね。 

  それから、２ページ目のところなのですが、文部科学省の中に日本原子力研究開発機構に

必要な経費というところがございます。私は、長年この機構の独法評価をしていたもので

すから非常に気になるのですが、この５％予算が増えたというのはどの部分が増えたのか

教えていただきたいと思います。 

（水野参事官補佐）すいません、ちょっと詳細は把握していないんですけれども、例えばその

原研機構の取組ですと、例えば福島の対応なんかは非常に力を入れるといいますか、加速

をさせるという話も聞いておりますので、もしかしたらそういったところの取組の強化と

いうことなのかと思いますが、ちょっとすいません、数字上は丸めた数字を出しておりま

すので、詳細についてはまた御質問等していただければと思います。 

（中西委員）分かりました。ただ、もしそうだとしますと、次のページの３ページにいきます

と、電源需要対策のところは９．にあるように減っているわけです。ですから片方が増え

て片方が減ったということもあろうかと思いますので、予算については最初に申し上げま

したように全体像をぜひ知りたいと思います。どうもありがとうございました。 

（岡委員長）そのほか、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、委員会とし

ては引き続き、関係省庁の予算状況をフォローいたしたいと思います。 

  次に議題３、その他について事務局からお願いします。 

（室谷参事官）ありがとうございます。今後の会議の予定について御案内申し上げたいという

ふうに思っております。 

  次回、第３回原子力委員会につきましては、１月２７日（火）１０時半から、中央合同庁

舎８号館５階、このフロアでございますけれども、共用Ｃ会議室ということで、この隣の

隣の部屋ですよね、開催される予定でございます。 

  なお、来週につきましては、２８日に臨時会議を開催する予定でございまして、基本的考

え方について畑村洋太郎東京大学名誉教授より御意見を伺う予定ですので、併せて御案内
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申し上げます。したがいまして来週は２７日と２８日、２回開催される予定でございます。

この２８日につきましては開催場所は中央合同庁舎４号館１２階の１２０２会議室を予定

いたしております。したがいまして来週は２回の開催でございますが、２７日のほうはこ

の建物、そして２８日のほうは４号館という別館になりますので、また別途ジャーナリス

トの方には御案内申し上げますが、貼り出しをいたしますが、御注意いただけたらという

ふうに思います。 

  以上でございます。 

（岡委員長）その他、何か御発言ございますでしょうか。 

  それでは、御発言ないようですので、これで本日の委員会は終わります。ありがとうござ

いました。 
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